
第 八 十 一 号 議 案

仙 台 市 障 害 を 理 由 と す る 差 別 を な く し 障 害 の あ る 人 も な い 人 も 共

に 暮 ら し や す い ま ち を つ く る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 障 害 を 理 由 と す る 差 別 を な く し 障 害 の あ る 人 も な い 人 も 共 に 暮 ら し や す い ま ち を つ く る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 障 害 を 理 由 と す る 差 別 を な く し 障 害 の あ る 人 も な い 人 も 共 に 暮 ら し や す い ま ち を つ く る 条 例

（ 平 成 二 十 八 年 仙 台 市 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 十 四 条 」 を 「 第 十 七 条 」 に 、 「 第 十 五 条 ― 第 二 十 条 」 を 「 第 十 八 条 ― 第 二 十 三 条 」 に 、 「 第

二 十 一 条 」 を 「 第 二 十 四 条 」 に 改 め る 。

第 二 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

六　 事 業 者　 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 六 十 五 号 ） 第 二

条 第 七 号 に 規 定 す る 事 業 者 を い う 。

第 三 条 第 三 号 中 「 に は 」 の 下 に 「 、 障 害 者 と の 対 話 を 行 い な が ら 」 を 加 え 、 同 条 第 六 号 中 「 災 害 時 に 」

を 「 災 害 時 の 避 難 、 生 活 等 に 」 に 、 「 障 害 が あ る 者 の 安 全 」 を 「 、 障 害 が あ る 者 が よ り 困 難 な 状 況 に 至

る こ と を 踏 ま え 、 障 害 が あ る 者 の 安 全 及 び 安 心 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 七 号 と し 、 同 条 第 五 号 中 「 障 害

者 の 」 を 「 全 て の 障 害 者 に つ い て 、 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 六 号 と し 、 同 条 中 第 四 号 を 第 五 号 と し 、 第

三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

四　 全 て の 障 害 者 は 、 可 能 な 限 り 、 言 語 （ 手 話 を 含 む 。 ） そ の 他 の 意 思 疎 通 の た め の 手 段 に つ い て の

選 択 の 機 会 が 確 保 さ れ る と と も に 、 情 報 の 取 得 又 は 利 用 の た め の 手 段 に つ い て の 選 択 の 機 会 の 拡 大

が 図 ら れ る こ と

第 五 条 中 「 深 め 」 を 「 深 め る と と も に 」 に 、 「 協 力 す る と と も に 、 障 害 者 と の 対 話 を 行 い な が ら 、 合

理 的 配 慮 を す る よ う に 」 を 「 協 力 す る よ う 」 に 改 め る 。

第 七 条 第 一 号 イ 中 「 入 所 施 設 」 を 「 福 祉 サ ー ビ ス を 行 う 施 設 へ の 入 所 （ 入 居 を 含 む 。 ） 及 び 当 該 施 設 」

に 改 め る 。

第 九 条 第 一 項 中 「 す る よ う に 努 め な け れ ば 」 を 「 し な け れ ば 」 に 改 め る 。

第 二 十 一 条 を 第 二 十 四 条 と す る 。

第 三 章 第 二 節 中 第 二 十 条 を 第 二 十 三 条 と し 、 第 十 七 条 か ら 第 十 九 条 ま で を 三 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。

第 十 六 条 中 「 第 二 十 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 三 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 九 条 と す る 。

第 十 五 条 第 二 項 第 二 号 中 「 第 十 七 条 第 二 項 」 を 「 第 二 十 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 八 条 と す る 。

第 三 章 第 一 節 中 第 十 四 条 を 第 十 五 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

（ 情 報 の 収 集 、 整 理 及 び 提 供 ）

第 十 六 条　 市 は 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 を 解 消 す る た め の 取 組 に 資 す る よ う 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 及

び そ の 解 消 の た め の 取 組 に 関 す る 情 報 を 収 集 し 、 及 び 整 理 す る よ う 努 め る と と も に 、 事 業 者 及 び 市 民

に 対 し 、 当 該 情 報 の 提 供 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。
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（ 人 材 の 育 成 等 ）

第 十 七 条　 市 は 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 に 関 す る 紛 争 の 防 止 又 は 解 決 が 図 ら れ る よ う 、 障 害 及 び 障 害 者

に 関 す る 専 門 的 な 知 識 及 び 技 能 を 有 す る 者 の 育 成 そ の 他 の 必 要 な 施 策 を 実 施 す る も の と す る 。

第 十 三 条 を 第 十 四 条 と し 、 第 十 二 条 を 第 十 三 条 と し 、 第 十 一 条 を 第 十 二 条 と し 、 第 十 条 の 次 に 次 の 一

条 を 加 え る 。

（ 教 育 の 推 進 ）

第 十 一 条　 市 は 、 市 民 の 障 害 及 び 障 害 者 に 関 す る 関 心 と 理 解 を 深 め る た め の 教 育 の 推 進 に 必 要 な 施 策 を

実 施 す る も の と す る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 に 関 す る 基 本 理 念 を 改 め る と と も に 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推

進 に 関 す る 法 律 の 改 正 を 考 慮 し 事 業 者 に 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に 係 る 合 理 的 配 慮 を 義 務 付 け る 等 の た

め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 八 十 二 号 議 案

仙 台 市 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 年 仙 台 市 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 八 号 中 「 附 則 第 七 項 」 を 「 附 則 第 三 項 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

宮 城 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例 の 改 正 に 伴 い 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う

た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 八 十 三 号 議 案

仙 台 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 介 護 保 険 条 例 （ 平 成 十 二 年 仙 台 市 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の 三 第 二 項 第 二 号 ロ 中 「 介 護 給 付 費 及 び 公 費 負 担 医 療 等 に 関 す る 費 用 等 の 請 求 に 関 す る 省 令 」

を 「 介 護 給 付 費 及 び 公 費 負 担 医 療 等 に 関 す る 費 用 等 の 請 求 に 関 す る 命 令 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

介 護 給 付 費 及 び 公 費 負 担 医 療 等 に 関 す る 費 用 等 の 請 求 に 関 す る 省 令 の 改 正 に 伴 い 、 所 要 の 規 定 の 整 備

を 行 う た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 八 十 四 号 議 案

仙 台 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 仙 台 市 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 第 七 十 八 号 を 削 り 、 第 七 十 九 号 を 第 七 十 八 号 と し 、 第 八 十 号 か ら 第 八 十 五 号 ま で を 一

号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

第 二 条 の 三 第 一 項 第 二 号 中 「 厚 生 労 働 省 関 係 国 家 戦 略 特 別 区 域 法 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 六 年 厚 生 労 働 省

令 第 三 十 三 号 ） 第 七 条 」 を 「 内 閣 府 の 所 管 す る こ ど も 家 庭 庁 関 係 法 令 に 係 る 国 家 戦 略 特 別 区 域 法 施 行 規

則 （ 令 和 五 年 内 閣 府 令 第 四 十 四 号 ） 第 十 条 」 に 、 「 同 令 第 六 条 」 を 「 同 令 第 九 条 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号

及 び 第 五 号 中 「 第 八 条 」 を 「 第 九 条 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

租 税 特 別 措 置 法 施 行 令 の 改 正 に 伴 い 特 定 の 民 間 再 開 発 事 業 認 定 申 請 手 数 料 を 廃 止 す る と と も に 、 厚 生

労 働 省 関 係 国 家 戦 略 特 別 区 域 法 施 行 規 則 の 改 正 及 び 内 閣 府 の 所 管 す る こ ど も 家 庭 庁 関 係 法 令 に 係 る 国 家

戦 略 特 別 区 域 法 施 行 規 則 の 制 定 等 に 伴 い 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要

が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 八 十 五 号 議 案

仙 台 市 幼 稚 園 型 、 保 育 所 型 及 び 地 方 裁 量 型 の 認 定 こ ど も 園 の 認 定

の 要 件 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 幼 稚 園 型 、 保 育 所 型 及 び 地 方 裁 量 型 の 認 定 こ ど も 園 の 認 定 の 要 件 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例

仙 台 市 幼 稚 園 型 、 保 育 所 型 及 び 地 方 裁 量 型 の 認 定 こ ど も 園 の 認 定 の 要 件 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年

仙 台 市 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 五 条 中 「 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 三 条 第 二 項

及 び 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 内 閣 総 理 大 臣 、 文 部 科 学 大 臣 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 の 設 備 及 び 運 営

に 関 す る 基 準 」 を 「 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 三 条 第

二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 内 閣 総 理 大 臣 及 び 文 部 科 学 大 臣 が 定 め る 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基

準 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 三 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の

規 定 に 基 づ き 内 閣 総 理 大 臣 、 文 部 科 学 大 臣 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準

の 改 正 に 伴 い 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条

例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 八 十 六 号 議 案

仙 台 市 地 球 温 暖 化 対 策 等 の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例
仙 台 市 地 球 温 暖 化 対 策 等 の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 地 球 温 暖 化 対 策 等 の 推 進 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 仙 台 市 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 二 条 第 五 号 イ 中 「 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 」 を 「 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理

化 及 び 非 化 石 エ ネ ル ギ ー へ の 転 換 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 改 正 に 伴 い 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う た め 、 現 行

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 八 十 七 号 議 案

仙 台 市 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例

仙 台 市 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 平 成 元 年 仙 台 市 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 二 号 中 「 又 は 電 気 工 作 物 若 し く は 」 を 「 、 電 気 事 業 （ 電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七

十 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 十 六 号 に 規 定 す る 電 気 事 業 を い う 。 ） の 用 に 供 す る 電 気 工 作 物 又 は 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 係 る 条 例 の 制 定 に 関 す る 基 準 を 定 め る 政 令 の 改 正 に 伴 い 、 所 要 の

規 定 の 整 備 を 行 う た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で

あ る 。
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第 八 十 八 号 議 案

仙 台 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 火 災 予 防 条 例 （ 昭 和 四 十 八 年 仙 台 市 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 三 条 の 二 第 一 項 中 「 自 動 車 等 （ 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 九 号 に

規 定 す る 自 動 車 又 は 同 項 第 十 号 に 規 定 す る 原 動 機 付 自 転 車 を い う 。 第 十 二 号 に お い て 同 じ 。 ） を い う 。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に 」 を 「 自 動 車 、 原 動 機 付 自 転 車 、 船 舶 、 航 空 機 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も

の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に コ ネ ク タ ー （ 充 電 用 ケ ー ブ ル を 電 気 自 動 車 等 に 接 続 す る た め の も の を い う 。

以 下 同 じ 。 ） を 用 い て 」 に 、 「 及 び 全 出 力 二 百 キ ロ ワ ッ ト を 超 え る も の を 除 く 。 ） を い う 」 を 「 を 除 く 。 ）

を い い 、 分 離 型 の も の （ 変 圧 す る 機 能 を 有 す る 設 備 本 体 及 び 充 電 ポ ス ト （ コ ネ ク タ ー 及 び 充 電 用 ケ ー ブ

ル を 収 納 す る 設 備 で 、 変 圧 す る 機 能 を 有 し な い も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 構 成 さ れ る も の を い う 。

以 下 同 じ 。 ） に あ っ て は 、 充 電 ポ ス ト を 含 む 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 た だ し 書 中 「 不 燃 材 料 で 造 り 、 又 は

覆 わ れ た 外 壁 で 開 口 部 の な い も の に 面 す る と き は 」 を 「 次 に 掲 げ る も の に あ っ て は 」 に 改 め 、 同 号 に 次

の よ う に 加 え る 。

イ　 不 燃 材 料 で 造 り 、 又 は 覆 わ れ た 外 壁 で 開 口 部 の な い も の に 面 す る も の

ロ　 分 離 型 の も の に あ っ て は 、 充 電 ポ ス ト

第 十 三 条 の 二 第 一 項 第 二 号 中 「 こ と 」 の 下 に 「 。 た だ し 、 分 離 型 の も の の 充 電 ポ ス ト に あ っ て は 、 こ

の 限 り で な い 。 」 を 加 え 、 同 項 第 六 号 中 「 急 速 充 電 設 備 」 を 「 コ ネ ク タ ー 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 急

速 充 電 設 備 と 電 気 自 動 車 等 と の 接 続 部 に 」 を 「 コ ネ ク タ ー が 電 気 自 動 車 等 に 接 続 さ れ 、 」 に 、 「 接 続 部 が 」

を 「 コ ネ ク タ ー が 当 該 電 気 自 動 車 等 か ら 」 に 改 め 、 同 項 第 十 一 号 中 「 緊 急 停 止 さ せ る こ と が で き る 措 置

を 講 ず る 」 を 「 緊 急 に 停 止 す る こ と が で き る 装 置 を 、 当 該 急 速 充 電 設 備 の 利 用 者 が 異 常 を 認 め た と き に 、

速 や か に 操 作 す る こ と が で き る 箇 所 に 設 け る 」 に 改 め 、 同 項 第 十 二 号 中 「 自 動 車 等 」 を 「 急 速 充 電 設 備

と 電 気 自 動 車 等 と 」 に 改 め 、 同 項 第 十 三 号 中 「 （ 充 電 用 ケ ー ブ ル を 電 気 自 動 車 等 に 接 続 す る た め の 部 分

を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 第 十 六 号 中 「 当 該 蓄 電 池 」 の 下 に 「 （ 主 と し て 保 安

の た め に 設 け る も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 中 第 十 八 号 を 第 十 九 号 と し 、 第 十 七 号 を 第 十 八 号 と し 、 第

十 六 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 七　 急 速 充 電 設 備 の う ち 分 離 型 の も の に あ っ て は 、 充 電 ポ ス ト に 蓄 電 池 （ 主 と し て 保 安 の た め に 設

け る も の を 除 く 。 ） を 内 蔵 し な い こ と

第 十 三 条 の 二 第 二 項 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

こ の 場 合 に お い て 、 同 項 第 五 号 中 「 変 電 設 備 」 と あ る の は 、 「 急 速 充 電 設 備 」 と 読 み 替 え る も の と

す る 。
附　 則

（ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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（ 経 過 措 置 ）

２　 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 設 置 さ れ 、 又 は 設 置 の 工 事 が さ れ て い る 急 速 充 電 設 備 （ 改 正 後 の 第 十 三 条

の 二 第 一 項 に 規 定 す る 急 速 充 電 設 備 を い う 。 ） に 係 る 位 置 、 構 造 及 び 管 理 に 関 す る 基 準 の 適 用 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

理　 由

対 象 火 気 設 備 等 の 位 置 、 構 造 及 び 管 理 並 び に 対 象 火 気 器 具 等 の 取 扱 い に 関 す る 条 例 の 制 定 に 関 す る 基

準 を 定 め る 省 令 の 改 正 に 伴 い 、 急 速 充 電 設 備 の 範 囲 並 び に 位 置 、 構 造 及 び 管 理 の 基 準 を 改 め る 等 の た め 、

現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 八 十 九 号 議 案

仙 台 市 博 物 館 条 例 及 び 仙 台 市 科 学 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 博 物 館 条 例 及 び 仙 台 市 科 学 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 第 十 八 条 」 を 「 第 二 十 二 条 」 に 改 め る 。

一　 仙 台 市 博 物 館 条 例 （ 昭 和 六 十 年 仙 台 市 条 例 第 二 十 九 号 ） 第 十 条 第 二 項

二　 仙 台 市 科 学 館 条 例 （ 平 成 二 年 仙 台 市 条 例 第 九 号 ） 第 九 条 第 二 項

附　 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

博 物 館 法 施 行 規 則 の 改 正 に 伴 い 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ

る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 九 十 号 議 案

仙 台 市 市 民 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 市 民 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 市 民 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 二 年 仙 台 市 条 例 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 一 の 表 仙 台 市 高 森 市 民 セ ン タ ー 第 一 研 修 室 の 項 中 「 七 九 〇 円 」 を 「 九 三 〇 円 」 に 改 め る 。

附　 則

（ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 市 長 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら

施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２　 仙 台 市 高 森 市 民 セ ン タ ー に 係 る 改 正 後 の 別 表 一 の 表 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 仙 台 市 高

森 市 民 セ ン タ ー を 使 用 す る 場 合 に つ い て 適 用 す る 。

３　 改 正 後 の 別 表 一 の 表 の 規 定 に 係 る 仙 台 市 高 森 市 民 セ ン タ ー の 使 用 の た め 必 要 な 手 続 そ の 他 の 行 為

は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。

理　 由

高 森 市 民 セ ン タ ー の 使 用 料 を 改 定 す る た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条

例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 91 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　�仙台市衛生研究所移転改築工事

2　工事施行場所　　仙台市宮城野区扇町六丁目 3番 6

3 　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 1,520,024,000円

5 　契約の相手方　　仙台市青葉区一番町二丁目 2番13号

　　　　　　　　　　仙建工業・橋本店・阿部建設共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区一番町二丁目 2番13号

　　　　　　　　　　　　　　　仙建工業株式会社

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区立町27番21号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社橋本店

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区中江二丁目23番20号

　　　　　　　　　　　　　　　阿部建設株式会社
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第 92 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　�仙台市衛生研究所移転改築電気設備工事

2　工事施行場所　　仙台市宮城野区扇町六丁目 3番 6

3 　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 570,900,000円

5 　契約の相手方　　仙台市若林区東七番丁15番地

　　　　　　　　　　福興電気・仙台電気工事共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市若林区東七番丁15番地

　　　　　　　　　　　　　　　福興電気株式会社

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区北根黒松 1番25号

　　　　　　　　　　　　　　　仙台電気工事株式会社
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第 93 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　�仙台市衛生研究所移転改築機械設備工事

2　工事施行場所　　仙台市宮城野区扇町六丁目 3番 6

3 　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 1,266,100,000円

5 　契約の相手方　　仙台市宮城野区日の出町一丁目 1番35号

　　　　　　　　　　興盛工業所・熱研プラント工業共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市宮城野区日の出町一丁目 1番35号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社興盛工業所

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市宮城野区扇町五丁目 8番 4号

　　　　　　　　　　　　　　　熱研プラント工業株式会社
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第 94 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　�仙台市博物館大規模改修工事

2　工事施行場所　　仙台市青葉区川内26番

3 　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 506,638,000円

5 　契約の相手方　　仙台市青葉区上杉一丁目17番18号

　　　　　　　　　　株式会社阿部和工務店
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第 95 号議案

財産の取得に関する件

次の財産を取得することにつき，仙台市財産条例第 2条の規定により，議決を求める。

品　　名 金　　額 取　得　の　相　手　方 備　　　考

展示物

円

794,807,667
東京都台東区台東一丁目 5番 1号
株式会社トータルメディア開発研究所

仙台市科学館用
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第 96 号議案

訴えの提起に関する件

仙台市太白区袋原六丁目 6番10号学校法人清泉学園を被告とし，本市が支払った平成28年度分

から令和 3年度分までの施設型給付費に係る過払金19,487,767円，平成28年度分の仙台市私立保

育所等延長保育事業費補助金に係る過払金420,000円及び令和 3年度分の仙台市私立保育所等助

成金に係る過払金231,300円の合計額20,139,067円の返還並びにこれに対する遅延損害金の支払を

請求する訴えを提起することにつき，地方自治法第96条第 1項第12号の規定により，議決を求め

る。
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第 97 号議案

町の区域の変更に関する件

本市の町の区域を次のとおり変更することにつき，地方自治法第260条第 1項の規定により，�

議決を求める。

1　仙台市泉区天神沢一丁目及び本田町における宅地造成工事施行地区内について行うもの

区域を変更する
町　　　　　名

左　の　区　域　に　編　入　さ　れ　る　区　域

町 　 名 地　　　　　　　　　　　番

本 田 町 天神沢一丁目 3の一部， 4の206，19の 1 の一部及びこれらの区域に隣
接する公有地の全部

備考　地番は令和 5年 3月20日現在のもの

2　仙台市泉区天神沢一丁目及び本田町における宅地造成工事施行地区隣接地について行うもの

区域を変更する
町　　　　　名

左　の　区　域　に　編　入　さ　れ　る　区　域

町 　 名 地　　　　　　　　　　　番

本 田 町 天神沢一丁目 19の 1 の一部

備考　地番は令和 5年 3月20日現在のもの
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第 98 号議案

市道路線の認定及び廃止に関する件

市道の路線を次のとおり認定し，及び廃止することにつき，道路法第 8条第 2項（同法第10条

第 3項において準用する場合を含む。）の規定により，議決を求める。

1　認定するもの

路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　点

黒 松 団 地 10 号 線 仙台市青葉区北根黒松 1番325
　　　同　　　　　　 1番336

愛 子 中 央 二 丁 目 1 号 線 仙台市青葉区愛子中央二丁目54番 4
　　　同　　　　　　　　　52番42

錦 ケ 丘 一 丁 目 12 号 線 仙台市青葉区錦ケ丘一丁目49番 3
　　　同　　　　　　　　48番20

錦 ケ 丘 一 丁 目 13 号 線 仙台市青葉区錦ケ丘一丁目46番22
　　　同　　　　　　　　47番17

錦ケ丘一丁目歩行者専用道路 7 号線 仙台市青葉区錦ケ丘一丁目78番228
　　　同　　　　　　　　78番228

舟 丁 1 号 線 仙台市若林区舟丁64番 5
　　　同　　　　52番 1

2 　廃止するもの

路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　点

舟 丁 1 号 線 仙台市若林区舟丁64番10
　　　同　　　　52番 1
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第 99 号議案

専決処分事項に関する件

地方自治法第179条第 1 項の規定により，特に緊急を要した次の事項について別紙のとおり�

専決処分したことにつき，同条第 3項の規定により，報告し，承認を求める。

令和 5年度仙台市一般会計補正予算（第 1号）
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令和 5 年度仙台市一般会計補正予算（第 1号）

令和 5年度仙台市の一般会計補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,535,915千円を追加し，歳入歳出予算の総額�

を歳入歳出それぞれ620,186,915千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の�

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

令和 5年 3月31日

仙台市長　　郡　　和 子
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第 100 号議案

仙台市監査委員の選任に関する件

仙台市監査委員岩渕健彦は令和 5年 9月20日に任期を満了するので，別紙の者を後任の委員に

選任することにつき，地方自治法第196条第 1項の規定により，同意を求める。
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※上記別紙の者は，岩渕健彦



第 101 号議案

仙台市固定資産評価員の選任に関する件

仙台市固定資産評価員佐藤純一は令和 5年 5月24日に辞任したので，別紙の者をその後任に選

任することにつき，地方税法第404条第 2項の規定により，同意を求める。
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※上記別紙の者は，鈴木基弘


